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(57)【要約】
【課題】基地局装置と、該基地局装置に従属する端末装
置とが複数の多重通信方式により通信可能である通信シ
ステムにおいて、所定の多重通信方式による送信を伴う
動作を要求することにより多重通信方式の信号の通信品
質を検出する通信品質を得る。
【解決手段】基地局装置と端末装置とが複数の多重通信
方式により通信可能である通信システムにおいて前記端
末装置より前記基地局装置から多重通信方式による送信
を伴う動作を要求する旨の情報を含む信号を送信するよ
う制御し前記基地局装置が前記動作を要求する旨の情報
を含む信号を受信したことに基づき該基地局装置が該多
重通信方式の信号を送信するよう制御する基地局装置制
御部と前記端末装置が受信した前記多重通信方式の信号
の通信品質を検出する通信品質検出部と前記所定の多重
通信方式を意図する表示を行う多重通信方式表示部と前
記通信品質情報に応じた表示を行う通信表示品質表示部
とを備える。
【選択図】図１



(2) JP 2010-278707 A 2010.12.9

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局装置と、該基地局装置に従属する端末装置とが複数の多重通信方式により通信可
能である通信システムにおいて、
前記端末装置より、前記基地局装置から、少なくとも所定の多重通信方式による送信を伴
う動作を要求する旨の情報を含む信号、を送信するよう制御する端末装置局制御部と、
前記基地局装置が、前記動作を要求する旨の情報を含む信号を受信したことに基づき、該
基地局装置が該多重通信方式の信号を送信するよう制御する基地局装置制御部と、
前記端末装置が受信した前記多重通信方式の信号の通信品質を検出する通信品質検出部と
、
前記所定の多重通信方式を意図する表示を行う多重通信方式表示部と、
前記通信品質情報に応じた表示を行う通信表示品質表示部と、
を備えることを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　基地局装置と、該基地局装置に従属する端末装置とが複数の多重通信方式により通信可
能である通信システムの端末装置において、
信号を送信する送信部と、
前記基地局装置から、少なくとも所定の多重通信方式による送信を伴う動作を要求する旨
の情報を含む信号、を送信するよう前記送信部を制御する制御部と、
受信信号の通信品質を検出する通信品質検出部と、
前記所定の多重通信方式を意図する表示を行う多重通信方式表示部（添え字、ＬＥＤなど
）と、
前記通信品質情報に応じた表示を行う通信表示品質表示部（アンテナバー、ピクト表示な
ど）と、
を備えることを特徴とする端末装置。
【請求項３】
　前記端末装置は、操作部を含み、
前記操作部より所定の入力が行われたことに基づき、
前記制御部が前記制御を行うことを特徴とする請求項２記載の端末装置。
【請求項４】
（端末装置３）
　前記端末装置は、タイマ部を含み、
前記タイマ部が所定の時間を満了したことに基づき、
前記制御部が前記制御を行うことを特徴とする請求項２また３の何れかに記載の端末装置
。
【請求項５】
　基地局装置と、該基地局装置に従属する端末装置とが複数の多重通信方式により通信可
能である通信システムの基地局装置において、
送信部と、受信部と、
前記受信部が、所定の多重通信方式を実施するよう要求する旨の情報を含む信号を受信し
たことに基づき、該多重通信方式の信号を送信するよう前記送信部を制御する基地局装置
制御部を備えることを特徴とする基地局装置。
【請求項６】
　基地局装置と、該基地局装置に従属する端末装置とが複数の多重通信方式により通信可
能である通信システムにおいて実施される表示方法であって、
前記端末装置より、前記基地局装置から少なくとも所定の多重通信方式による送信を伴う
動作を要求する旨の情報を含む信号、を送信するよう制御し、
前記基地局装置が、前記動作を要求する旨の情報を含む信号を受信したことに基づき、該
基地局装置が該多重通信方式の信号を送信するよう制御し、
前記端末装置が受信した前記多重通信方式の信号の通信品質を検出し、
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前記所定の多重通信方式を意図する表示を行い、
前記通信品質情報に応じた表示を行うことを特徴とする表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システム、端末装置、基地局装置および表示方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　複数の端末装置を集約し無線通信のサービスを行うシステムでは、端末装置にて「電界
ピクト」などと呼ばれる受信電力強度を表示することにより、通信の品質に関する情報を
端末装置の利用者に通知することで利用者に圏内／圏外の判断を可能とするなどの利便性
を与える技術が用いられている。
【０００３】
　一方、近年通信に対する高速大容量の通信速度が求められてきたことから、更なる高効
率な通信を実現する技術として、送信側または受信側何れかが複数のアンテナ素子を用い
て電波伝搬環境に応じて生じる無線信号中の所望波／妨害波の干渉下において、所望波を
増幅し妨害波を抑圧し無線通信の効率を向上しようとするアダプティブアレーアンテナ（
Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ａｒｒａｙ　Ａｎｔｅｎｎａ）またはスマートアンテナ（Ｓｍａｒｔ
　Ａｎｔｅｎｎａ）（以降ＳＡ）と呼ばれる技術や、送信側および受信側が共に複数のア
ンテナ素子を用い各アンテナ素子にて電波伝搬環境に適した重み付けを行うことで無線通
信の効率を向上しようとするＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）技術がある。
【０００４】
　これらのことから、今後上記ＳＡやＭＩＭＯを搭載した端末装置においても、通信の品
質に関する情報を利用者に提供することが望まれるようになることは必至である。
特許文献１には、複数のアンテナを用いて通信を行う携帯端末装置が、受信レベルを表示
する技術が記載されている。
【特許文献１】特開２００２－１３５１９８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般に「電界ピクト」や「圏内／圏内」などの表示は、基地局装置が無線信号を端末装
置が受信し得られる受信電力値の強弱に基づいて行われている。
【０００６】
　また、端末装置を含む通信システムにおいては、システムを構成する環境において電波
の吸収や反射をする物体の位置・角度などが時間的に変異し、電波伝搬環境が変化する。
【０００７】
　このため、ＳＡやＭＩＭＯなどの電波伝搬環境に応じる必要のある技術を用いた場合、
単に基地局装置が送信した信号を受信しただけでは実際にＳＡやＭＩＭＯなどを用いて電
波伝搬環境に応じた通信を行った際に得られる通信品質とは異なる状況を示すこととなっ
てしまう。
【０００８】
　本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであり、ＳＡやＭＩＭＯ
の技術を用いる通信システムにおいて通信品質に関する情報をシステム利用者に提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る通信システムは、基地局装置と、該基地局装置に従属する端末装置とが複
数の多重通信方式により通信可能である通信システムにおいて、前記端末装置より、前記
基地局装置から、少なくとも所定の多重通信方式による送信を伴う動作を要求する旨の情
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報を含む信号、を送信するよう制御する端末装置局制御部と、前記基地局装置が、前記動
作を要求する旨の情報を含む信号を受信したことに基づき、該基地局装置が該多重通信方
式の信号を送信するよう制御する基地局装置制御部と、前記端末装置が受信した前記多重
通信方式の信号の通信品質を検出する通信品質検出部と、前記所定の多重通信方式を意図
する表示を行う多重通信方式表示部と、前記通信品質情報に応じた表示を行う通信表示品
質表示部と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る端末装置は、基地局装置と、該基地局装置に従属する端末装置とが複数の
多重通信方式により通信可能である通信システムの端末装置において、信号を送信する送
信部と、前記基地局装置から、少なくとも所定の多重通信方式による送信を伴う動作を要
求する旨の情報を含む信号、を送信するよう前記送信部を制御する制御部と、受信信号の
通信品質を検出する通信品質検出部と、前記所定の多重通信方式を意図する表示を行う多
重通信方式表示部（添え字、ＬＥＤなど）と、前記通信品質情報に応じた表示を行う通信
表示品質表示部（アンテナバー、ピクト表示など）と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る端末装置の一態様では、操作部を含み、前記操作部より所定の入力が行わ
れたことに基づき、前記制御部が前記制御を行うことを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る端末装置の一態様では、タイマ部を含み、前記タイマ部が所定の時間を満
了したことに基づき、前記制御部が前記制御を行うことを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係る基地局装置は、該基地局装置に従属する端末装置とが複数の多重通信方式
により通信可能である通信システムの基地局装置において、送信部と、受信部と、前記受
信部が、所定の多重通信方式を実施するよう要求する旨の情報を含む信号を受信したこと
に基づき、該多重通信方式の信号を送信するよう前記送信部を制御する基地局装置制御部
を備えることを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係る表示方法は、基地局装置と、該基地局装置に従属する端末装置とが複数の
多重通信方式により通信可能である通信システムにおいて実施される表示方法であって、
前記端末装置より、前記基地局装置から少なくとも所定の多重通信方式による送信を伴う
動作を要求する旨の情報を含む信号、を送信するよう制御し、前記基地局装置が、前記動
作を要求する旨の情報を含む信号を受信したことに基づき、該基地局装置が該多重通信方
式の信号を送信するよう制御し、前記端末装置が受信した前記多重通信方式の信号の通信
品質を検出し、前記所定の多重通信方式を意図する表示を行い、前記通信品質情報に応じ
た表示を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る通信システムによれば、基地局装置と、該基地局装置に従属する端末装置
とが複数の多重通信方式により通信可能である通信システムにおいて、所定の多重通信方
式による送信を伴う動作を要求することにより意図する多重通信方式の通信品質を得るこ
とが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る基地局装置１０、端末装置２０、上位通信網３０によ
って構成される無線通信システムのシステム構成図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る基地局装置１０の構成ブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る端末装置２０の構成ブロック図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る端末装置２０が待受動作時の動作を示すフローチャー
トである。
【図５】本発明の一実施形態に係る端末装置２０がサービス動作時の動作を示すフローチ
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ャートである。
【図６】本発明の一実施形態に係る基地局装置１０と端末装置２０とがＳＡ通信をする場
合におけるシーケンス図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る基地局装置１０と端末装置２０とがＭＩＭＯ通信をす
る場合におけるシーケンス図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る基地局装置１０と端末装置２０とが通信をする場合に
おけるシーケンス図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る基地局装置１０と端末装置２０とが通信をする場合に
おけるシーケンス図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る基地局装置１０と端末装置２０とが通信をする場合
におけるシーケンス図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る端末装置２０の表示部の表示形態を示す図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係る端末装置２０の表示部の表示例パターンを示す図で
ある。
【図１３】本発明の一実施形態に係る基地局装置１０と端末装置２０とが通信をする場合
におけるシーケンス図である。
【図１４】本発明の一実施形態に係る基地局装置１０と端末装置２０とが通信をする場合
におけるシーケンス図である。
【図１５】本発明の一実施形態に係る基地局装置１０と端末装置２０とが通信をする場合
におけるシーケンス図である。
【図１６】本発明の一実施形態に係る端末装置２０の表示部の表示例パターンを示す図で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の実施形態を、以下に図を用いて説明する。
【００１８】
　図１は一実施形態に係る基地局装置１０、端末装置２０、上位通信網３０によって構成
される無線通信システムのシステム構成図である。
【００１９】
　基地局装置１０は複数の端末装置２０と無線通信方式により通信を行い、端末装置２０
の利用者に、利用者が望む通信サービス（たとえばデータ通信や、音声通信などのアプリ
ケーション）を提供する。
【００２０】
　無線通信方式は、複数のアンテナ素子を利用することで電波伝搬路に応じた信号処理を
行うＳＡ、ＭＩＭＯなどの技術を採用した方式を用いることが出来る。
【００２１】
　端末装置は、利用者が望む通信サービスを提供する「サービス動作状態」と、サービス
動作を行っていないが迅速にサービス動作を開始できる様態で待ち受ける「待ち受け動作
」とがある。
【００２２】
　いずれの状態においても、端末装置は利用者に通信品質に関する情報を提供している。
【００２３】
　図２は、本発明の一実施形態に係る基地局装置１０の構成ブロック図である。
【００２４】
　アンテナ１０２は複数のアンテナ素子（図は１０２－１、１０２－２の２素子による構
成）がありＳＡ、ＭＩＭＯ技術を用いた無線信号を送信または受信を行う。
【００２５】
　アンテナ素子１０２にて受信した無線信号はＲＦ部１０４に送られ無線信号の周波数か
らベースバンドでの処理を行うための周波数へ変換を行う。
【００２６】
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　また、ＲＦ部１０４は基地局装置１０が無線信号を送信する際には、ベースバンド信号
を無線信号の周波数に変換し、アンテナ素子１０２へ供給する。
【００２７】
　ＲＦ部１０４には、受信した信号の電波強度（受信電力、電界強度などでも良い）を測
定する電波強度測定部１０６があり、電波強度の情報を得る。
【００２８】
　ＲＦ部１０６より出力されるベースバンド信号は、通信制御部１０８に入力される。
【００２９】
　通信制御部１０８には、通信制御を実施するうえで必要な信号処理を行うＰＨＹ部１１
０がある。
【００３０】
　ＰＨＹ部は１１０、ベースバンド信号に対しＳＡ技術による処理やＭＩＭＯ技術による
処理を行うＳＡ，ＭＩＭＯ処理部１１２を含む。ＳＡ、ＭＩＭＯ処理部１１２は受信信号
（ここではベースバンド信号として入力される）に含まれる既知信号を用いて、最適に受
信またはその後の送信が出来るよう学習することにより、時事変化する電波伝搬環境に適
応するように動作する。
【００３１】
　通信制御部１０８はＰＨＹ部１１０の他にＭＡＣ部１１４を含み、通信システム１００
が用いる通信方式のプロトコルに則った通信制御が行われる。
【００３２】
　基地局装置１０は、通信制御部１０８により端末装置とのプロトコルによる通信を行う
ほかに、端末装置に通信サービスを提供するために必要となるネットワーク（たとえばイ
ンターネット網や、ＩＳＤＮ網など）との接続を行うためのインタフェースであるネット
ワークＩ／Ｆ部１２２や、通信制御部１０８とネットワーク部１２２との通信の橋渡しな
どを制御する情報制御部１１８がある。なお、情報制御部がネットワークＩ／Ｆ部１２２
とのやり取りを制御するために、電波強度測定部１０６よりえられる電波強度測定情報を
用いることも出来る。
【００３３】
　図３は、本発明の一実施形態に係る端末装置２０の構成ブロック図である。
【００３４】
　基地局装置１０と稲生が重複する部分の説明は省略する。
【００３５】
　通信制御部２１４は、端末装置におけるプロトコル制御を行い、ＭＡＣ部２１４は端末
装置におけるＭＡＣ制御を行う。
【００３６】
　図には示されないが、通信制御部２０８には上記のほかに、ＳＡ技術やＭＩＭＯ技術を
実施するための処理部が含まれることもある。
【００３７】
　アプリケーション部２１８は、端末装置がサービス通信を用いて端末装置の利用者へ提
供する、データ通信や音声通信などのアプリケーションに関する処理を行う部分である。
【００３８】
　アプリケーション部２１８は操作部２２４から入力される捜査情報や、表示部２２２が
出力する表示に関する情報の提供を行う。
【００３９】
　また、電波強度測定部２０６より得られる情報に基づき、表示部２２２へ圏外／圏内表
示に関する情報、電界ピクト表示に関する情報、ＳＡ技術実施時に関する情報、ＭＩＭＯ
技術実施時に関する情報などを提供することが出来る。
【００４０】
　図４は、本発明の一実施形態に係る端末装置２０が待受動作時の動作を示すフローチャ
ートである。
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【００４１】
　図５は、本発明の一実施形態に係る端末装置２０がサービス動作時の動作を示すフロー
チャートである。
【００４２】
　図４のＳ１１２については、下記どれか１つもしくは複数の方法を利用する。
ａ．基地局装置から定期的にＳＡ，ＭＩＭＯ対応情報を送信してもらう。
ｂ．基地局装置が他の端末装置とＳＡあるいはＭＩＭＯで通信していることを感知し、こ
の情報を用いる。（ＷｉＭＡＸでいうところのＵＬ－ＭＡＰのＭＩＭＯ　ＵＬ　ｂａｓｉ
ｃ　ＩＥ，やＭＩＭＯ　ＵＬ　ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＩＥ情報、ＤＬ－ＭＡＰのＭＩＭＯ　
ＤＬ　ｂａｓｉｃ　ＩＥやＭＩＭＯ　ＤＬ　ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＩＥ情報）
ｃ．一度でも現在のエリアの基地局装置とＳＡ，ＭＩＭＯ通信をすると、これを記憶して
おき、この情報を用いる。
ｄ．端末装置から基地局装置にＳＡ　ｏｒ　ＭＩＭＯに対応しているかどうかを問い合わ
せするリクエスト信号を送付。　基地局装置が本リクエスト情報を読み取り、対応状況を
端末装置に送信（この場合、一定時間が経過しても基地局装置からの信号が届かない場合
は基地局装置がＳＡ，ＭＩＭＯに非対応と認識する）。
【００４３】
　図６は、本発明の一実施形態に係る基地局装置１０と端末装置２０とがＳＡ通信をする
場合におけるシーケンス図である。
【００４４】
　図４、図５に記載Ｓ１１８、Ｓ１２６、Ｓ２３２、Ｓ２３８の基地局装置とＳＡ通信す
る方法例は、図６の手順で行なわれる。
【００４５】
　図７は、本発明の一実施形態に係る基地局装置１０と端末装置２０とがＭＩＭＯ通信を
する場合におけるシーケンス図である。
【００４６】
　図４、図５に記載Ｓ１２２、Ｓ１３０Ｓ２２６、Ｓ２４４の基地局装置とＭＩＭＯ通信
する方法例は、図７の手順で行なわれる。
【００４７】
　図８は、本発明の一実施形態に係る基地局装置１０と端末装置２０とが通信をする場合
におけるシーケンス図である。
【００４８】
　図４のＳ１１２の動作におけるｄ．の動作は、以下の動作を含んでも良い。
【００４９】
　基地局装置にＳＡ対応ｏｒ非対応のリクエスト信号を送付した際に、現在の基地局装置
がこのリクエスト信号を受け取る機能がなく、隣の基地局装置がその機能を有していた場
合は、以下の手続きがとられる。また隣の基地局装置がこのリクエストを拒否する設定に
なっている場合は、この手続きは以降行なわれない（図８参照）。
【００５０】
　図９は、本発明の一実施形態に係る基地局装置１０と端末装置２０とが通信をする場合
におけるシーケンス図である。
【００５１】
　図４、図５に記載Ｓ１１８、Ｓ１２６、Ｓ２３２、Ｓ２３８の動作は、以下の動作を含
んでも良い。
基地局装置にＳＡ表示用のリクエスト信号を送付した際に、現在の基地局装置がこのリク
エスト信号を受け取る機能がなく、隣の基地局装置がその機能を有していた場合は、以下
の手続きがとられる。以下の手順で行なわれる。また隣の基地局装置がこのリクエストを
拒否する設定になっている場合は、この手続きは以降行なわれない（図９参照）。
【００５２】
　図１０は、本発明の一実施形態に係る基地局装置１０と端末装置２０とが通信をする場
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合におけるシーケンス図である。
【００５３】
　図４、図５に記載Ｓ１２２、Ｓ１３０Ｓ２２６、Ｓ２４４の動作は、以下の動作を含ん
でも良い。
【００５４】
　基地局装置にＭＩＭＯ表示用のリクエスト信号を送付した際に、現在の基地局装置がこ
のリクエスト信号を受け取る機能がなく、隣の基地局装置がその機能を有していた場合は
、以下の手続きがとられる。また隣の基地局装置がこのリクエストを拒否する設定になっ
ている場合は、この手続きは以降行なわれない（図１０参照）。
【００５５】
　図４，図５のＳ１２０、Ｓ１２８、Ｓ１３２、Ｓ１２４、Ｓ２２８、Ｓ２３４、Ｓ２４
０、Ｓ２４６、Ｓ２１６、Ｓ２１４記載の電界強度の測定に関して、通信中、基地局装置
はこの通信方法の種類（ＳＡ、ＭＩＭＯ、通常）を端末装置に送信し、端末装置はこの信
号を元に通信方法を判別する　（通信中のペイロードの中にその旨を示すデータを入れる
など。ＷｉＭＡＸではＤＬ－ＭＡＰ内の情報で判別できる）。
【００５６】
　測定方法に関してはその端末装置が通常の通信の電波強度を計測する際に用いている方
法を採用し、不公平が無いようにする。
【００５７】
 
　図１１は、本発明の一実施形態に係る端末装置２０の表示部の表示形態を示す図である
。
【００５８】
　図１２は、本発明の一実施形態に係る端末装置２０の表示部の表示例パターンを示す図
である。
【００５９】
　図４，図５の１３６、ｓ２４８記載の各電波強度の表示方法に関して、ユーザは事前に
ＳＡ，ＭＩＭＯの電波強度の表示を行なうかどうかを選択でき、これに基づいて基地局装
置へのリクエストや画面表示の種類設定が決定される。
表示場所、表示の大きさなども選択できると尚良い。
何も選択していない場合は何らかの初期設定値が有効となる。
表示方法に関しては画面だけでなく、ＬＥＤなどでも良い。
基地局装置がＳＡやＭＩＭＯに対応していない場合は、その旨を表示するのも良い。
隣の基地局装置の場合はその旨を表示するのも良い（図１１、図１２参照）。
【００６０】
　図１３は、本発明の一実施形態に係る基地局装置１０と端末装置２０とが通信をする場
合におけるシーケンス図である。
【００６１】
　図１４は、本発明の一実施形態に係る基地局装置１０と端末装置２０とが通信をする場
合におけるシーケンス図である。
【００６２】
　図１５は、本発明の一実施形態に係る基地局装置１０と端末装置２０とが通信をする場
合におけるシーケンス図である。
【００６３】
　図４，図５のＳ１４０、Ｓ２５２記載の通信方法の選択方法に関して、待ち受け中の場
合、選択してから一定時間の間は次回の通信の際にその通信方法で通信を開始させること
ができる。ただし、通信中に電波環境が変化することにより、基地局装置により自動的に
通信方法が変更される場合はその変更に従う。
通信中の場合、それぞれ以下の手順で行なわれる。この場合も通信中に電波環境が変化す
ることにより、基地局装置により自動的に通信方法が変更される場合はその変更に従う。
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【００６４】
　ＳＡ通信に変更する場合は、図１３参照。
【００６５】
　ＭＩＭＯ通信に変更する場合は、図１４参照。
【００６６】
　通常の通信に変更する場合は、図１５参照
　なお、これらの動作により接続先が隣の基地局装置の場合、切り替えリクエストの送信
の前に、ハンドオーバーを実施する。
【００６７】
　図１６は、本発明の一実施形態に係る端末装置２０の表示部の表示例パターンを示す図
である。
【００６８】
　図５のＳ２１８の動作による、現在の通信を通信中であると表示する方法に関して、図
４，図５のＳ１２０、Ｓ１２８、Ｓ１３２、Ｓ１２４、Ｓ２２８、Ｓ２３４、Ｓ２４０、
Ｓ２４６、Ｓ２１６、Ｓ２１４記載の電界強度の測定と同様に、基地局装置から送信され
る通信方法の種別に関する情報（ＳＡ，ＭＩＭＯ，通常）を用いて判別する。
通信中の通信方法に該当する表示部分に対して以下の例のように通信中である旨を表示さ
せる。
本表示をするかしないかを選択することができる。また、表示しないに選択されていても
、通信中の場合は表示させることを選択することができるようにするのも良い。
隣の基地局装置の場合はその旨を表示するのも良い（図１６参照）。
【符号の説明】
【００６９】
１００…通信システム
１０…基地局装置、
２０－１、２０－２…端末装置、
３０…上位通信網、
１０２－１、１０２－２…アンテナ素子、
１０４…ＲＦ部、
１０６…電波強度測定部、
１０８…通信制御部、
１１０…ＰＨＹ部、
１１２…ＳＡ，ＭＩＭＯ処理部、
１１４…ＭＡＣ部、
１１８…情報制御部、
１２２…ネットワークＩ／Ｆ部、
２０２－１、２０２－２…アンテナ素子、
２０４…ＲＦ部、
２０６…電波強度測定部、
２０８…通信制御部、
２１４…ＭＡＣ部、
２１６…、
２１８…アプリケーション制御部、
２２０…、
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